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福祉制度の変遷

・戦前＝社会保障前史

・戦後混乱期＝制度の形ができた時期
戦後の緊急対策として実施
生活保護中心

・高度成長期＝拡大、成長の時期
産業構造、就業構造の変化
農村から都市への人口移動
皆保険・皆年金の成立

・１９８０年代＝福祉見直しの時代
オイルショック後の経済成長の鈍化
社会保障もスリム化を求められる

・１９９０年代以降＝再構築の時代
少子高齢化の進展と介護問題

１９２２年 健康保険法
１９３２年 救護法
１９４４年 厚生年金保険法

１９４６年 旧生活保護法
１９４７年 児童福祉法

失業保険法
１９４９年 身体障害者福祉法
１９５１年 社会福祉法

１９６０年 精神薄弱者福祉法
１９６１年 児童扶養手当法
１９６３年 老人福祉法
１９６４年 母子福祉法
１９７３年 福祉元年（老人医療無料化、年金

の自動物価スライドの導入）

１９８３年 老人医療費一部負担復活
１９８４年 健康保険窓口１割負担導入
１９８５年 年金給付水準の抑制

２０００年 介護保険法
２０１３年 生活困窮者自立支援法

障害者総合支援法

現在国では、現下の経済情勢と少子高齢化等を踏まえて、「子供・子育て」、「医療・介
護」、「公的年金制度」等の各制度のあり方について議論が行われている。
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福祉制度の現状

在宅サービス（在宅医療、ディサービス、短期入所、補装具の給付等）

施設サービス（障害者支援施設等）

手当の支給（特別障害手当等）

障害年金

75 （歳）出生 6 12 15 18 20

　　児童扶養手当

　　社会的養護　等

40 50 60 70

特定健診・特定保健指導

医療保険

障害者
福祉

貧困 生活保護・生活困窮者制度

児童
福祉

保育所
放課後
児童クラブ

　　地域の子育て支援

　　児童手当

後期
高齢者
医療

年金
遺族年金

老齢年金

高齢者
福祉

介護保険
（在宅サービス・施設サービス等）

医療

妊婦
検診

乳幼児検診・学校健診・予防接種 事業主による健康診断

福祉制度毎に、制度の立ち上がりが古く充実している分野と、比較的新しい
制度で未成熟となっている分野がある。 ２



（公的扶助） （社会保険） （予防） （自立支援）

手法の ・事後的な救済 ・事前の関わり ・事前＋事後
特徴 ・公による給付 ・「自助」を促す「公」「共」の関わり ・「共助」が中心

・申請主義 ・基準は緩やか ・「民」の取組を促す「公」
・基準の合わないと適用されない

傷病者 医療保険 保健事業 リハビリ

高齢者・要介護者
介護保険
年金保険

生きがいづくり

介護予防

障害者 障害給付 年金保険 リハビリ・就労支援

こども・ひとり親

求職者 雇用保険 経済政策 職業紹介・職業訓練

生活困窮者 生活保護 生活困窮者制度

セーフティネット
（福祉制度）

予防・自立支援 インクルーシブな
社会づくり

主な
手法

公的扶助と養育・教育を組み合わせた現物給付

福祉政策の対象者別・手法別の状況

民間などの様々な取組
（例）
・文化活動
・バリアフリー
・自助グループ
（断酒会、ひきこもりの親の
会）

官の役割
・民間の取組を促す
・普及啓発
・地域コミュニティの再生

等

【対応できていない課題】
・「制度の狭間」（縦割りで対応が遅れている分野）
・「孤独」「孤立」「社会からの排除」「上記の複合課題」
（制度的な対応が難しい） （自ら支援を求めない・求めづらい）

公等が担う 民主体
で担う

課題の複雑化等が進んでいる現状においては、セーフティネットなど公の取
組には限界があり、「共助」が中心の民主体の取組の重要性が増している。 ３



・社会保障関係経費は毎年増加、制度の持続可能性の確保は喫緊の課題

県民医療費は最近１０年で１．３倍(１０００億円超の伸び)

主な社会保障関係経費決算額は最近１０年で１．５倍生活保護費は最近１０年で１．３倍に

介護費は最近１０年で１．６倍（３５５億円の伸び）

福祉政策を取り巻く課題（その１）
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過
去

現
在

制度の狭間
課題の複合化

あえて支援を求めない
（恥、遠慮、勤勉 等）

支援を求め
る認識がな
い、社会と
の関わりが
ない（引き
こもり 等）

➀定められた基準に達
せず既存の制度にのれ
ない人
（例）障害ボーダー
療育手帳（ＩＱ70未満）
や精神保健福祉手帳
の保持者ではないが、
知的・メンタル面から
社会的応力の弱い人

➀自己責任との思いから支援を求め
ない
（例）多重債務者、不法滞在者、うつ
等による自殺予備層、孤独死予備
層等

➀制度を知らないためにＳＯＳ
の発信の仕方がわからない人
（例）高齢の日雇い労働者、ヤ
ングケアラー（両親に代わっ
て兄弟の面倒を見る中学生）、
外国人労働者、ひとり親の外
国人等

③子育て世帯と、親の
介護を担う世帯の年代
が重なる中で、既存制
度では対応できない
（例）介護離職者等

①社会との関わりが薄く、
自立のイメージが抱けない、
自らの状況に危機感を持た
ない人
（例）不登校、ひきこもり、ゴ
ミ屋敷、依存症（薬物、
ギャンブル等）、ネットカ
フェ難民、80-50問題等

②支援を求めることが不可能な人
（例）乳幼児（様々な虐待事例）、重
度心身障害者、要介護度のすす
んだ高齢者（身内からの金銭搾
取）等

②支援制度が整ってい
ない
（例）若年性認知症、
ホームレス、不本意非
正規労働者・ワーキン
グプア等

②社会的偏見や排除を恐れて
ＳＯＳを出せない人
（例）知的・精神障害者を抱える
家族による家庭内軟禁等
（例）障害受容を出来ない障害
者の家族・当人
（例）思いがけない妊娠をした
10代の女性がだれにも知られ
たくないため相談もせず、出
産直後に乳児を遺棄

・以前に比べて、制度の隙間に落ちる人や複合的・複雑な課題が増加
・既存の福祉制度が届かない、届きにくい方々が増えている

支援を求めることが出来ない
（制度を知らない、子ども 等）

③加害者からの報復等を
恐れて支援を求められな
い人
（例）加害者からの報復や
関係悪化を恐れてＤＶ・
性暴力被害を隠す女性

②被害の重大さ・深刻さに気づいていな
い被害者や家族等
（例）ＤＶを「こんなことぐらいは我慢しな
いといけない」と思っている妻
（例）子供への虐待がエスカレートしてい
るのに、深刻さに気づいていない家族

福祉政策を取り巻く課題（その２）
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課題の整理と取組の方向性

・経済が成熟し、今後は過去
のような継続的な大幅成
長は見込めない。

・少子高齢化の流れが止ま
らず、福祉の需要増と支え
手の減少が進む。

（社会の変化） （社会の変化に伴う課題）

・福祉制度の持続可能性
の確保

・社会や個人の多様化、家
族機能の低下、地域のつ
ながりの希薄化など環境
が大きく変化。

・助けを求めない人がいると
ともに、助けを求められな
い人、無関心な人が増加。

・課題の複合化、複雑化
が進み、制度の狭間に
落ち込む人も増加する
なか、真に助けが必要な
人への的確な対応

・自立支援や予防の取組
を充実し、セーフティネッ
トの対象となる人を減少

（取組の方向性）

・福祉制度・施策が届かな
い人、届きにくい人の
ＳＯＳをキャッチして手を
さしのべる地域のしくみを
構築

・社会的ニーズを踏まえた
セーフティネットの充実
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福祉政策の課題は、

・制度の持続可能性の確保が指摘される

一方で、

・支援が届かない・届きにくい人が増加

・制度の狭間に落ち込む人や、孤立する人が
増加

ポイント１
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関連する国の動き （その１）

高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の
持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるよ
うにする。

Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進
１ 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進（介護保険法）
全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化
・国から提供されたデータを分析のうえ、介護保険事業（支援）計画を策定。計画的に介護予
防・重度化防止の取組内容と目標を記載
・都道府県による市町村に対する支援事業の創設
・財政的インセンティブの付与の規定の整備

２ 医療・介護の連携の推進等（介護保険法等）
①「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね
備えた、新たな介護保険施設を創設
②医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他の支
援の規定整備

Ⅱ 介護保険制度の持続可能性の確保
３ ２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする（介護保険法）

４ 介護納付金への総報酬割の導入（介護保険法）
８

○介護保険法等の改正



関連する県の動き （その１）

国民健康保険
県単位化

地域医療構想医療費適正化

県民負担増
抑制の取組 県民の負担公平化・

受益均霑化の取組

医療の効率的
な提供の推進

負担

受益

１．国保県単位化（Ｈ３０～）を契機として、国保制度の持続可能性確保等の観
点から、県民の負担と受益の総合的マネジメントを強化

２．保険料の上昇が続く介護保険制度について、介護給付適正化の取組を推進
・自立支援、介護予防、重度化防止に繋がる効果的な取組を県域で推進
・要介護認定の適正化の取組推進

９



１０

○社会福祉法の改正

関連する国の動き （その２）

１ 「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を規定

（第４条第２項）
「地域住民等は、地域福祉の推進にあたっては、福祉サービスを必要とする地域住民及び
その世帯が抱える福祉、介護、介護予防、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福
祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする
地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の
課題を把握し、地域課題の解決に資する支援を行う関係機関との連携等によりその解決を図る
よう特に留意するものとする。」

２ この理念を実現するため、市町村が以下の包括的な支援体制づくりに努める旨を規定

○ 地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備
○ 住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、関
係機関と連絡調整等を行う体制（※）

（※）例えば、地区社協、市町村社協の地区担当、地域包括支援センター、相談支援事業所、
地域子育て支援拠点、利用者支援事業、社会福祉法人、NPO法人等

○ 主に市町村圏域において、生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関が協働して、複合
化した地域生活課題を解決するための体制

３ 地域福祉計画の充実

○ 市町村が地域福祉計画を策定するよう努めるとともに、福祉の各分野における共通事項を
定め、上位計画として位置づける。（都道府県の地域福祉支援計画についても同様。）



１．次期県域地域福祉計画（Ｈ３１～Ｈ３３）の策定

１１

・市町村及び市町村社協による地域の生活課題の解決力強化

・市町村が分野を超えて地域住民の生活課題の相談に応じ、関係機関との連絡調整等
を行う体制づくりを支援

・これらをより実効的なものとするための「市町村地域福祉計画」の策定推進

次期計画において重点化を検討している事項

１．「支え合い」活動の推進
（１）地域共生の仕組みづくり

２．地域福祉の担い手づくり
（１）地域福祉を推進する人材の育成・組織づくり （２）福祉・介護人材の確保

３．安心できる福祉基盤の整備
（１）地域の人々を支える支援体制の充実強化 （２）福祉サービスの質の向上

現計画（Ｈ28～Ｈ30）の取組骨子

今年度実施

策定率30.8％（H29全国74.0%）
全国最下位

関連する県の動き （その２）



※計画期間が経過した後に、改定されていない市町村は除く １２

市町村地域福祉計画策定状況 （H30.4.1現在）

市町村名 策定※ 備考

奈良市 ○ Ｈ１８．７～

大和高田市

大和郡山市 （Ｈ３０改定予定）

天理市

橿原市 ○ Ｈ１６．９～

桜井市 ○ Ｈ３０．３～

五條市

御所市 （改定未定）

生駒市 （改定未定）

香芝市 ○ Ｈ２３．３～

葛城市

宇陀市

山添村

平群町 ○ Ｈ３０．３～

三郷町

斑鳩町 （Ｈ３０策定予定）

安堵町

川西町 ○ Ｈ２９．３～

三宅町 （Ｈ３１策定予定）

田原本町 ○ Ｈ３０．３～

市町村名 策定※ 備考

曽爾村 （改定未定）

御杖村 （Ｈ３１改定予定）

高取町

明日香村 ○ Ｈ３０．３～

上牧町 ○ Ｈ２８．３～

王寺町 ○ Ｈ２８．３～

広陵町

河合町

吉野町 （改定未定）

大淀町 ○ Ｈ１９．３～

下市町

黒滝村

天川村 ○ Ｈ２７．３～

野迫川村

十津川村 （改定未定）

下北山村

上北山村

川上村

東吉野村 （Ｈ３０策定予定）



地域の生活課題の解決には、

・気づき見守りの体制づくり

・丸ごと受け止める体制づくり

・支援をコーディネートする機能

が必要。

ポイント２
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市町村
社協

民生・児童
委員

自主防災
組織

学校

地区社協

地域包括支
援センター

NPOボランティア

老人クラブ

自治会

事業所

支援を必要とする住民が抱える多様で複雑・複合的な生活課題
１４

市町村

解決

地域の生活課題の解決に向けた体制づくりの具体の進め方について、

①県及び県社協との連携のもと、市町村及び市町村社協が中心となってモデル
的取組を実践

②優良先進事例を地域特性を考慮しながら他の地域へ拡大

する「奈良モデル」の手法で、県域での充実を図っていくことが有効。

県社協

県

協力
連携

タテ突進

ヨコ展開



１５



１６



次に、本日の議論の参考にしていた
だくため、地域の生活課題解決に向
けた具体の取組事例を紹介いただき
ます。

１７


